
- 1 -

○ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

改 正 案 現 行

第一章 総則 第一章 総則

１－１ （新設）財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「規則」という ）第１条第１項に規定する指定国際会計基準に。
より作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキ
ャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計基準に定める財政状
態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書を
いうものとする。

（新設）１－３ 規則第１条第３項に規定する公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が
行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められる
ことが見込まれるものを定める場合は、次に掲げる手続によるものとする。
(1) 当該企業会計の基準を定めるに当たっては、内容が明確なものとして企

、 、業会計の基準案が予め広く周知され 関係者間で適切な議論がなされており
多数の関係者が当該基準案を経済実態に適合した合理的な内容と評価し、一
般に公正妥当な企業会計の基準として受け入れられる程度にまで至るような
手続を経て作成及び公表が行われたものかどうかを確認するものとする。

(2) 当該企業会計の基準を定める場合は、当該企業会計の基準の公表が行わ
れた日の翌日から180日以内（金融庁長官が当該手続を行うために必要と認
めて延長する場合は、当該延長する期間を含む ）に行うものとする。。

１－３－１ 規則第１条第３項第１号に掲げる要件の充足を検討する場合は、次 （新設）
に掲げる要件を満たすかどうか確認する必要がある。

団体の理事及び監事の選任機関並びに団体の重要事項の諮問機関として、(1)
団体の理事又は監事を兼職しない評議員（やむを得ない理由により、一時的

。） 。に兼職する場合を除く によって構成された評議員会が設置されていること
団体の業務に照らし の評議員会の構成員の過半数は 公認会計士 過(2) (1)、 、 （

去２年以内に公認会計士であった者を含む ）以外の者であること。。

１－３－３ 規則第１条第３項第３号に規定する要件については、個々の企業会 （新設）
る作成能力ではなく、総体として必要とされる企業会計の基準に計の基準に係

係る作成能力を有しているか否かによることに留意する必要がある。したがっ
て、個別の企業会計の基準の作成能力を有していないことのみをもって当該要
件に適合しないと判断してはならない。

（新設）１の２－１ 会社が指定国際会計基準による財務諸表を初めて作成する場合にお
いて、当該会社、その親会社、その他の関係会社又は当該その他の関係会社の
親会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき、当該財務諸表に係
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る事業年度に相当する期間に係る企業内容等に関する書類を開示することが確
実と見込まれる場合には、規則第１条の２第１号ニ(1)及び(2)に規定する「企
業内容等に関する書類を開示していること」に含まれることに留意する。

（新設）１の２－２ 規則第１条の２第１号ニ(3)に規定する「資本金の額」を本邦通貨
に換算するときは、次の(1)又は(2)の区分に応じ、(1)又は(2)に定める金額に
よるものとする。
(1) 連結子会社の株式取得時における資本金に属する金額 当該株式取得時

の為替相場による円換算額
(2) 連結子会社の株式取得後に資本金の額に変動が生じた場合における資本

金に属する当該変動の額 資本金の変動時の為替相場による円換算額

８－11－２ 規則第８条第11項第２号にいう先物取引に類似する取引については ８－11－２ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵、
通常差金決済により取引されるものであることに留意する。 省令第59号。以下「規則」という ）第８条第11項第２号にいう先物取引に類似。

する取引については、通常差金決済により取引されるものであることに留意す
る。

第八章 （略） 第七章 （略）

130 規則第130条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の財務 128 規則第128条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の財務
書類と当該会社が本邦における会計処理の原則及び手続に基づいて作成したと 書類と当該会社が本邦における会計処理の原則及び手続に基づいて作成したと
仮定した場合の財務諸表とを比較した相違を金額により記載することができる 仮定した場合の財務諸表と比較した相違を金額により記載することができる場
場合には、当該金額による相違も記載するものとする。 合には、当該金額による相違も記載するものとする。

131－２ 規則第131条第２項の規定に関しては、次の点に留意する。 129－２ 規則第129条第２項の規定に関しては、次の点に留意する。
１ （略） １ （略）
２ 注記の内容に関しては、その旨を記載するとともに、当該事項に係る科目 ２ 注記の内容に関しては、その旨を記載するとともに、当該事項に係る科目
その他記載の内容について十分に理解せしめるために必要な事項を記載する その他記載の内容について十分に理解せしめるために必要な事項を記載する
ものとする。なお、この注記は、規則第130条に規定する注記と併せて記載す ものとする。なお、この注記は、規則第128条に規定する注記と併せて記載す
ることができる。 ることができる。

132 規則第132条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替 130 規則第130条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替
、 、 、 、 、 、相場により換算した金額とし 同条に規定する注記は 当該為替相場について 相場により換算した金額とし 同条に規定する注記は 当該為替相場について

その日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。 その日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。
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○ 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

改 正 案 現 行

第一章 総則 第一章 総則

１－１ 連結 （新設）財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省
第１条第１項に規定する指定国際会計基準令第28号。以下「規則」という ）。

により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計
基準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書
及び連結キャッシュ・フロー計算書をいうものとする。

１－３ （新設）「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関す
る留意事項（以下「財務諸表等規則ガイドライン」という ）１－３の取扱い。
は、規則第１条第３項に規定する公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行
われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められるこ
とが見込まれるものを定める場合の留意点について準用する。

１－３－１ （新設）財務諸表等規則ガイドライン１－３－１の取扱いは、規則第１条第
３項第１号に規定する要件の充足を検討する場合の留意点について準用する。

１－３－３ （新設）財務諸表等規則ガイドライン１－３－３の取扱いは、規則第１条第
３項第３号に規定する要件の充足を検討する場合の留意点について準用する。

（新設）１の２－１ 会社が指定国際会計基準による連結財務諸表を初めて作成する場合
において、当該会社、その親会社、その他の関係会社又は当該その他の関係会
社の親会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき、当該連結財務
諸表に係る連結会計年度に相当する期間に係る企業内容等に関する書類を開示
することが確実と見込まれる場合には、規則第１条の２第１号ニ(1)及び(2)に
規定する「企業内容等に関する書類を開示していること」に含まれることに留
意する。

（新設）１の２－２ 財務諸表等規則ガイドライン１の２－２の取扱いは、規則第１条の
２第１号ニ(3)に規定する「資本金の額」を本邦通貨に換算する場合の留意点
について準用する。

２－15 財務諸表等規則ガイドライン８－11－２及び８－14の取扱いは、規則第 ２－15 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関す
２条第15号に規定するデリバティブ取引について準用する。 る留意事項（以下「財務諸表等規則ガイドライン」という ）８－11－２及び８。

－14の取扱いは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和5
1年大蔵省令第28号。以下「規則」という ）第２条第15号に規定するデリバテ。
ィブ取引について準用する。
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第七章 企業会計の基準の特例 （新設）

（新設）93 規則第93条に規定する公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたも
のと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれる
ものを定める場合は、次に掲げる手続によるものとする。
(1) 当該企業会計の基準を定めるに当たっては、内容が明確なものとして企

、 、業会計の基準案が予め広く周知され 関係者間で適切な議論がなされており
多数の関係者が当該基準案を経済実態に適合した合理的な内容と評価し、公
正妥当な企業会計の基準として受け入れられる程度にまで至るような手続を
経て作成及び公表が行われたものかどうかを確認するものとする。

(2) 当該企業会計の基準を定める場合は、当該企業会計の基準の公表が行わ
れた日の翌日から１年以内（金融庁長官が当該手続を行うために必要と認め
て延長する場合は、当該延長する期間を含む ）に行うものとする。。

附 則 （新設）
連結財務諸表提出会社が、平成21年内閣府令第73号附則第２条又は平成14年

内閣府令第11号附則第３項の規定に基づき、米国式連結財務諸表を法の規定に
より提出する場合において、賃貸等不動産の総額に重要性があるときは、規則
第15条の24に掲げる事項に相当する事項を注記するものとする。なお、この規
則の第１章から第６章までの規定による連結財務諸表と米国式連結財務諸表と
の主要な相違点として記載することができるものとする。



- 5 -

○ 「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

改 正 案 現 行

第七章 （略） 第五章 （略）

１ （新設）中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令
第１条第１項に規定する指定国際会計基準に第38号。以下「規則」という ）。

より作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動
計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計基
準に定める財政状態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書及びキャッシュ
・フロー計算書をいうものとする。

４ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留 ４ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留
意事項（以下「財務諸表等規則ガイドライン」という ）８の２－１から８の 意事項（以下「財務諸表等規則ガイドライン」という ）８の２－１から８の。 。
２－10までの取扱いは、規則第４条に規定する事項について準用する。 ２－10までの取扱いは、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則（昭和52年大蔵省令第38号。以下「規則」という ）第４条に規定する事項。
について準用する。

77 規則第77条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の中間財 75 規則第75条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の中間財
務書類と当該会社が本邦における中間財務諸表作成のための会計処理の原則及 務書類と当該会社が本邦における中間財務諸表作成のための会計処理の原則及
び手続に基づいて作成したと仮定した場合の中間財務諸表とを比較した相違を び手続に基づいて作成したと仮定した場合の中間財務諸表とを比較した相違を
金額により記載することができる場合には、当該金額による相違を併せて記載 金額により記載することができる場合には、当該金額による相違を併せて記載
するものとする。 するものとする。

78－２ 規則第78条第２項に規定する本邦における表示方法と異なるものがある 76－２ 規則第76条第２項に規定する本邦における表示方法と異なるものがある
場合とは、本邦における投資者が、当該本邦外地域における用語、様式及び作 場合とは、本邦における投資者が、当該本邦外地域における用語、様式及び作
成方法によって作成された中間財務書類の内容を十分に理解することが困難で 成方法によって作成された中間財務書類の内容を十分に理解することが困難で
あり又は誤解を生ずるおそれのある場合であって、おおむね次に該当するよう あり又は誤解を生ずるおそれのある場合であって、おおむね次に該当するよう
な場合をいうものとする。 な場合をいうものとする。
１～３ （略） １～３ （略）
また、規則第78条第２項に規定する注記は、その旨を記載するとともに、当 また、規則第76条第２項に規定する注記は、その旨を記載するとともに、当

該事項に係る科目その他記載の内容について十分に理解せしめるために必要な 該事項に係る科目その他記載の内容について十分に理解せしめるために必要な
事項を記載するものとする。なお、当該注記は、規則第77条に規定する注記と 事項を記載するものとする。なお、当該注記は、規則第75条に規定する注記と
併せて記載することができる。 併せて記載することができる。

79 規則第79条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替相 77 規則第77条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替相
場により換算した金額とし、同条に規定する注記は、当該為替相場について、 場により換算した金額とし、同条に規定する注記は、当該為替相場について、
その日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。 その日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。
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○ 「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

改 正 案 現 行

１ (新設）中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省
令第24号。以下「規則」という ）第１条第１項に規定する指定国際会計基準。
により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結
株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの
は、指定国際会計基準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連

キャッシュ・フロー計算書をいうものとする。結持分変動計算書及び連結

５－２ 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関 ５－２ 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関
する留意事項（以下「連結財務諸表規則ガイドライン」という ）５－２の取 する留意事項（以下「連結財務諸表規則ガイドライン」という ）５－２の取。 。

11扱いは、規則第５条第２項に規定する事項について準用する。この場合におい 扱いは、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成
て 連結財務諸表規則ガイドライン５－２中 翌連結会計年度 とあるのは 当 年大蔵省令第24号。以下「規則」という ）第５条第２項に規定する事項につ、 「 」 「 。
該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度」と読み替 いて準用する この場合において 連結財務諸表規則ガイドライン５－２中 翌。 、 「
えるものとする。 連結会計年度」とあるのは「当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が

属する連結会計年度」と読み替えるものとする。
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○ 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

改 正 案 現 行

１ （新設）四半期財務諸表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 平
第１条第１項に規定す成 19年内閣府令第63号。以下「規則」という ）。

る指定国際会計基準により作成が求められる四半期貸借対照表、四半期損益計
算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算
書は、指定国際会計基準に定める財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシ
ュ・フロー計算書及び持分変動計算書をいうものとする。

５ 規則第５条の規定による記載については、次の点に留意する。 ５ 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平
成 19年内閣府令第63号。以下「規則」という ）第５条の規定による。
記載については、次の点に留意する。

86 規則第86条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の四半期 84 規則第84条に規定する注記は、重要な項目について、当該外国会社の四半期
財務書類と当該会社が本邦における四半期財務諸表作成のための会計処理の原 財務書類と当該会社が本邦における四半期財務諸表作成のための会計処理の原
則及び手続に基づいて作成したと仮定した場合の四半期財務諸表とを比較した 則及び手続に基づいて作成したと仮定した場合の四半期財務諸表とを比較した
相違を金額により記載することができる場合には、当該金額による相違を併せ 相違を金額により記載することができる場合には、当該金額による相違を併せ
て記載するものとする。 て記載するものとする。

87－２ 規則第87条第２項に規定する本邦における表示方法と異なるものがある 85－２ 規則第85条第２項に規定する本邦における表示方法と異なるものがある
場合とは、本邦における投資者が、当該本邦外地域における用語、様式及び作 場合とは、本邦における投資者が、当該本邦外地域における用語、様式及び作
成方法によって作成された四半期財務書類の内容を十分に理解することが困難 成方法によって作成された四半期財務書類の内容を十分に理解することが困難
であり又は誤解を生ずるおそれのある場合であって、おおむね次に該当するよ であり又は誤解を生ずるおそれのある場合であって、おおむね次に該当するよ
うな場合をいうものとする。 うな場合をいうものとする。
１～３ （略） １～３ （略）

また、規則第87条第２項に規定する注記は、その旨を記載するとともに、当 また、規則第85条第２項に規定する注記は、その旨を記載するとともに、当
該事項に係る科目その他記載の内容について十分に理解せしめるために必要な 該事項に係る科目その他記載の内容について十分に理解せしめるために必要な
事項を記載するものとする。 事項を記載するものとする。

88 規則第88条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替相 86 規則第86条に規定する本邦通貨に換算した金額は、一定の日における為替相
場により換算した金額とし、同条に規定する注記は、当該為替相場について、 場により換算した金額とし、同条に規定する注記は、当該為替相場について、
その日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。 その日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。
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○ 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

改 正 案 現 行

１ （新設）四半期連結財務諸表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則
第１条第１項に規（平成 19年内閣府令第64号。以下「規則」という ）。

定する指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表、四半
期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並
びに持分変動計算書は、指定国際会計基準に定める連結財政状態計算書、連結
包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分変動計算書をい
うものとする。

５－２ 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の ５－２ 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の
取扱いに関する留意事項（以下「連結財務諸表規則 ガ イ ド ライン 」 取扱いに関する留意事項（以下「連結財務諸表規則 ガ イ ド ライン 」
と いう ） ５ － ２ の 取扱 い は、規則５条第２項に規定する事項につ と い う ） ５ － ２ の 取 扱 い は 、 四 半 期 連 結 財 務 諸 表の用語、様式。 。
いて準用する。この場合において、連結財務諸表規則ガイドライン５ 及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号。以下「規則」
－２中「翌連結会計年度」とあるのは 「当該四半期連結財務諸表に という ）第５条第２項に規定する事項について準用する。この場合、 。

、 「 」係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度（当該四半期連結会計 において 連結財務諸表規則ガイドライン５－２中 翌連結会計年度
期間における四半期連結累計期間を除く 」と読み替えるものとす とあるのは 「当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が。） 、
る。 属する連結会計年度（当該四半期連結会計期間における四半期連結累

計期間を除く 」と読み替えるものとする。。）


